
別紙 管理番号 165「地方創生推進交付金事業実施計画の軽微な変更に係る報告事務の廃止」回答 

 

【理由等】 

・ 軽微変更報告の対象として、経費の減額や流用は一律の基準を定めているが、「文言等その他記載内

容の変更」は、事業内容が非常に多岐にわたることから一律な基準設定は困難であり、仮に一律な基

準を設けた場合、これまで軽微な変更として認められていた内容が軽微な変更とは認められない事例

が生じる可能性があり、変更機会を狭めることにつながりかねないことから、柔軟に対応できるよう

現行の要件としているところである。 

・ 廃止が困難である理由として、例えば、「特産品開発に対する補助金で開発後の販路開拓の支援も新

たに行おうとするもの」や「施設の“基本設計”を“検討業務”に変更するもの」については「新た

な経費の追加」に該当し、変更申請が必要だが、軽微変更報告における「文言等その他記載内容の変

更」に該当するものと誤認識し、軽微変更報告として提出される事案が散見されている。現在こうし

たケースでは、軽微変更報告の事前相談の段階で誤認識を指摘し、正式な変更報告を実施するよう促

すことが出来るが、軽微変更報告を廃止した場合、このような誤認識が訂正されないまま事業が実施

されてしまい、実績報告の段階で判明することとなるが、この場合は変更内容に係る経費の交付は認

められず、結果として地方公共団体の財政的な不利益を被ることとなる。こうしたことから、廃止は

困難である。 

・ また、軽微変更報告により、実施計画の変更箇所が都度関係者間で共有されることとなるため、年度

末の実績報告時、確認する側においても、軽微変更報告を反映した最新の実施計画を用いて実績等の

確認をすることできる。一方、軽微変更報告を廃止した場合、確認する側は直近交付決定時の実施計

画しか把握していないため、記載の変更や経費の流用が行われていた場合は、結局、逐一変更内容を

事業実施自治体に確認しなくてはならなくなる。したがって、軽微変更報告を廃止したとしても、こ

れまで軽微変更報告時に行っていた確認作業が年度末・年度当初の繁忙期の実績報告時に集中するだ

けのこととなると思われることから、事務がかえって煩雑化するだけでなく、ミス事案の発生につな

がりかねないものである。 

・ 「同じような内容の変更であっても、報告するか否かの対応が市町によって異なっており、（中略）

軽微変更報告が廃止されても問題ないものと考えている」について、地方分権改革推進室を通じて提

案団体に聞き取ったところ、「軽微変更報告を必須としていない“当該年度事業費の２割以内の減額

のみの場合”に、軽微変更報告を行っている団体とそうでない団体が存在する。」という趣旨とお聞

きしており、２割以内の減額のみの場合は報告不要とすることを検討しているところだが、軽微変更

報告を必須としているものについては、上記のような観点から軽微変更報告の廃止は困難である。 

・ なお、変更手続きが２種類あることが事務の混乱を招く原因とあるが、軽微変更報告は上記のような

不利益防止等の観点から、変更（軽微以外）の申請は変更機会の拡充や円滑な事業執行の観点からそ

れぞれ設けているものであり、いずれも必要な手続きと考えている。 



<具体的な検討内容> 

（１） 所属庁の事務が負担増とならないようにすること

内閣府からの案では、支払いが変更される前の所属庁における届出様式の作成等の準備や、

支払いが市町村へ変更された後の所属庁による職員の児童手当認定及び支給状況の追跡調

査、児童手当支給月ごとの共済組合へ納付等、所属庁の業務増大が見込まれる。 

このため、手法を再考いただくとともに、所属庁職員の児童手当の認定及び支給状況を確認

するための専用システムの国から所属庁への配付、本県既存の支給システムの改修経費の

交付又はシステム標準化検討会の検討対象にも選ばれている児童手当システム（令和７年

度までに各市町村に導入される標準システムに適合したシステム）を、市町村のみならず、

所属庁でも活用できるようにし、所属庁職員の認定及び支給状況を効率的及び確実に把握

できるようにする等の配慮をお願いしたい。 

（２） 支払いを変更する時期を支給期間の区切りに変更すること

本県の支給システムは法で定められたとおり４か月分ずつ支給する仕組みとなっており、

R6年 2月、3月分の２か月分のみ支給すれば、職員による手入力を行うか、システム改修

が必要となり、これらのための経費が必要となる。このため、システム改修経費を勘案いた

だくか、２か月分のみ支給することを再考いただき、４か月分ずつの支給を区切りとする現

行の支給時期を維持していただきたい。 

（３） システム改修に日数を要するため、実施時期を延期すること

本県では、支給システムの機器をリースしているため、システム改修に見合うリース期間の

延長も必要なことから、リース期間の延長及び同システムの改修に要する日数が必要であ

る。 

このため、実施開始時期に応じた所要日数を確保した上で、実施開始時期を検討していただ

きたい。 
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